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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　住戸でのエネルギー消費量を取得するエネルギー消費量取得装置と、前記住戸で消費さ
れたエネルギー消費量を表示するためのサーバ装置とで構成され、
　前記エネルギー消費量取得装置は、前記住戸で使用される負荷機器のエネルギー消費量
を計測する計測手段から、所定の時間間隔で取得した計測結果を前記サーバ装置に送信す
る送信手段を備え、
　前記サーバ装置は、前記エネルギー消費量取得装置から送信された前記負荷機器のエネ
ルギー消費量の計測結果を受信する受信手段と、前記受信手段が受信した前記負荷機器の
エネルギー消費量の計測結果に基づいて、エネルギー消費期間における居住者の生活行動
を推測する推測手段と、前記住戸で消費されたエネルギー消費量と前記推測手段で推測さ
れた前記居住者の生活行動とを時間軸上にともに表示端末で表示するためのデータを出力
する表示制御手段とを備えたことを特徴とするエネルギーマネジメントシステム。
【請求項２】
　前記エネルギー消費量取得装置は、電源に接続される主幹回路及び前記主幹回路から分
岐した分岐回路のそれぞれで消費される消費電力量を計測する前記計測手段から各回路の
消費電力量を前記エネルギー消費量として取得し、
　前記推測手段は、前記各回路に接続されている電気機器の種類に基づいて、前記居住者
の生活行動を推測することを特徴とする請求項１記載のエネルギーマネジメントシステム
。



(2) JP 6016152 B2 2016.10.26

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記サーバ装置は、前記住戸の前記居住者によって入力されたスケジュール情報を取得
するスケジュール取得手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記住戸で消費されたエネルギー消費量及び前記推測手段で推測
された前記居住者の生活行動と、前記スケジュール取得手段が取得したスケジュール情報
とを時間軸上にともに表示端末で表示するためのデータを出力することを特徴とする請求
項１又は２の何れか１項に記載のエネルギーマネジメントシステム。
【請求項４】
　前記スケジュール取得手段は、前記住戸の前記居住者を含む複数のユーザが入力したス
ケジュール情報をユーザ毎に管理するスケジュール管理装置から、前記住戸の前記居住者
が入力したスケジュール情報を取得することを特徴とする請求項３記載のエネルギーマネ
ジメントシステム。
【請求項５】
　住戸でのエネルギー消費量を取得するエネルギー消費量取得装置から送信された負荷機
器のエネルギー消費量の計測結果を受信する受信手段と、前記受信手段が受信した前記負
荷機器のエネルギー消費量の計測結果に基づいて、エネルギー消費期間における居住者の
生活行動を推測する推測手段と、前記住戸で消費されたエネルギー消費量と前記推測手段
で推測された前記居住者の生活行動とを時間軸上にともに表示端末で表示するためのデー
タを出力する表示制御手段とを備えたことを特徴とするサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エネルギーマネジメントシステム及びサーバ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各住戸において全体の電力使用量や電気機器毎の電力使用量をそれぞれ計測し、
計測結果に基づいて電力使用量に関する情報を各住戸のパソコンなどに表示させるように
したエネルギーマネジメントシステムが提供されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　上記公報に記載されたエネルギーマネジメントシステムでは、電力使用量の増減を視覚
的に把握できるよう、電力使用量の変化をグラフで表示していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１６２４２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、住戸内の電気設備などによるエネルギー消費量は、当該住戸に居住するユー
ザの生活行動によって大きく変動するが、上述した従来のエネルギーマネジメントシステ
ムでは、電力使用量の変化をグラフ表示しているだけで、ユーザの生活行動が電力使用量
の増減にどのように影響しているか判りにくかった。そのため、ユーザは、エネルギーマ
ネジメントシステムによって表示される電力使用量のグラフと、スケジュール帳や日記な
どに書かれた当日の生活行動とを見比べて、電力使用量の増減と生活行動との相関を判断
していた。したがって、電力使用量の増減が、どのような生活行動によって発生したもの
かをユーザが理解しにくく、そのため省エネルギーを実現するために生活行動をどのよう
に変更すればよいかが判りにくいものであった。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みて為されたものであり、その目的とするところは、ユーザの生
活行動によってエネルギー消費量がどのように変化したかをユーザに提示することができ
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るエネルギーマネジメントシステム及びサーバ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のエネルギーマネジメントシステムは、住戸でのエネルギー消費量を取得するエ
ネルギー消費量取得装置と、前記住戸で消費されたエネルギー消費量を表示するためのサ
ーバ装置とで構成され、前記エネルギー消費量取得装置は、前記住戸で使用される負荷機
器のエネルギー消費量を計測する計測手段から、所定の時間間隔で取得した計測結果を前
記サーバ装置に送信する送信手段を備え、前記サーバ装置は、前記エネルギー消費量取得
装置から送信された前記負荷機器のエネルギー消費量の計測結果を受信する受信手段と、
前記受信手段が受信した前記負荷機器のエネルギー消費量の計測結果に基づいて、エネル
ギー消費期間における居住者の生活行動を推測する推測手段と、前記住戸で消費されたエ
ネルギー消費量と前記推測手段で推測された前記居住者の生活行動とを時間軸上にともに
表示端末で表示するためのデータを出力する表示制御手段とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　このエネルギーマネジメントシステムにおいて、前記エネルギー消費量取得装置は、電
源に接続される主幹回路及び前記主幹回路から分岐した分岐回路のそれぞれで消費される
消費電力量を計測する前記計測手段から各回路の消費電力量を前記エネルギー消費量とし
て取得し、前記推測手段は、前記各回路に接続されている電気機器の種類に基づいて、前
記居住者の生活行動を推測することも好ましい。
【０００９】
　また、このエネルギーマネジメントシステムにおいて、前記サーバ装置は、前記住戸の
前記居住者によって入力されたスケジュール情報を取得するスケジュール取得手段を備え
、前記表示制御手段は、前記住戸で消費されたエネルギー消費量及び前記推測手段で推測
された前記居住者の生活行動と、前記スケジュール取得手段が取得したスケジュール情報
とを時間軸上にともに表示端末で表示するためのデータを出力することも好ましい。
【００１０】
　このエネルギーマネジメントシステムにおいて、前記スケジュール取得手段は、前記住
戸の前記居住者を含む複数のユーザが入力したスケジュール情報をユーザ毎に管理するス
ケジュール管理装置から、前記住戸の前記居住者が入力したスケジュール情報を取得する
ことも好ましい。
　本発明のサーバ装置は、住戸でのエネルギー消費量を取得するエネルギー消費量取得装
置から送信された負荷機器のエネルギー消費量の計測結果を受信する受信手段と、前記受
信手段が受信した前記負荷機器のエネルギー消費量の計測結果に基づいて、エネルギー消
費期間における居住者の生活行動を推測する推測手段と、前記住戸で消費されたエネルギ
ー消費量と前記推測手段で推測された前記居住者の生活行動とを時間軸上にともに表示端
末で表示するためのデータを出力する表示制御手段とを備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、住戸内の負荷機器によるエネルギー消費量と、居住者の生活行動とが
対応付けて表示されるから、両者の相関関係を理解し易く、省エネルギーを実現するため
に、どのような生活行動をとればよいかが理解しやすいという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態の概略的なシステム構成図である。
【図２】同上の動作を説明するフローチャートである。
【図３】同上の管理装置に表示される表示画面の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１はエネルギーマネジメントシステムのシステム構成図であり、このエネルギーマネ
ジメントシステムは、住戸１に設けられた管理装置１０と、サーバ装置２０とで構成され
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における電力の使用状況を管理する。
【００１４】
　管理装置１０が設けられた住戸１には、商用電源ＡＣからの幹線Ｌ１が一次側に接続さ
れた主幹ブレーカ３１と、主幹ブレーカ３１の二次側の主幹回路Ｌ２に接続された複数台
（例えば５台）の分岐ブレーカ３２ａ～３２ｅを収納した分電盤３０が設置されている。
【００１５】
　各分岐ブレーカ３２ａ～３２ｅで分岐された分岐回路Ｌ３ａ～Ｌ３ｅのうち、分岐回路
Ｌ３ａ～Ｌ３ｃは、特定の負荷機器が単独で接続される専用の分岐回路である。例えば分
岐回路Ｌ３ａに設けられたコンセント装置３３ａにはエアコン４１が接続され、分岐回路
Ｌ３ｂに設けられたコンセント装置３３ｂにはＩＨ調理器４２が接続され、分岐回路Ｌ３
ｃに設けられたコンセント装置３３ｃには電気給湯器４３が接続されている。また分岐回
路Ｌ３ｄは照明器具用の分岐回路であり、分岐回路Ｌ３ｄに設けられたシーリングタイプ
のコンセント装置３３ｃには照明器具４４が接続されている。また分岐回路Ｌ３ｅは、住
戸１の各部屋に設けられたコンセント装置３３ｅに給電するための分岐回路であり、コン
セント装置３３ｅには任意の種類の電気機器４５が着脱自在に接続される。この種の電気
機器４５としては、例えばテレビやＡＶ機器のように所望の部屋に設置されて使用される
ものや、掃除機やドライヤのように使用時のみコンセント装置３３ｅに接続されて使用さ
れるものがある。尚、分岐回路Ｌ３ａ…の数や、各分岐回路Ｌ３ａ…に設けたコンセント
装置３３ａ…の数や、使用される電気機器の種類及び台数は上記の形態に限定されるもの
ではなく、使用環境によって適宜変更が可能である。
【００１６】
　主幹回路Ｌ２での使用電力量は、主幹回路Ｌ２に設けた電力測定部３４によって、所定
の時間間隔（例えば１０分間隔）で測定され、管理装置１０に出力される。また各分岐回
路Ｌ３ａ～Ｌ３ｅでの使用電力量は、分岐回路毎に設けられた電力測定部３５ａ～３５ｅ
によって、所定の時間間隔（例えば１０分間隔）でそれぞれ測定され、各電力測定部３５
ａ～３５ｅから管理装置１０に出力される。
【００１７】
　次に管理装置１０について説明する。管理装置１０は、記憶手段１１（第１記憶手段）
と通信手段１２を備えている。
【００１８】
　記憶手段１１は、電力測定部３４，３５ａ～３５ｅから取り込んだ使用電力量の計測結
果を回路毎に蓄積している。下記の表１は、記憶手段１１に記憶された計測結果の一例で
あり、主幹回路Ｌ２及び各分岐回路Ｌ３ａ～Ｌ３ｅでの使用電力量が、回路番号や計測時
刻や回路種別とともに蓄積されている。尚、各回路には回路番号が付されており、主幹回
路Ｌ２の回路番号は１、分岐回路Ｌ３ａ，Ｌ３ｂ，Ｌ３ｃ，Ｌ３ｄ，Ｌ３ｅの回路番号は
それぞれ２，３，４，５，６となっている。
【００１９】
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【表１】

【００２０】
　通信手段１２は、定期的（例えば１時間毎）に、記憶手段１１から各回路の使用電力量
を読み取り、読み取った各回路の使用電力量を、例えばインターネットのような広域ネッ
トワークを介してサーバ装置２０に送信する。
【００２１】
　サーバ装置２０は、管理対象の住戸の管理装置１０から、回路毎に測定された使用電力
量を受信すると、各回路の使用電力量に基づいて電力の使用目的を推測し、使用電力量と
その使用目的（つまり居住者の生活行動）とを対応付けて表示する機能を備えている。ま
たサーバ装置２０は、スケジュール管理システム５０から、住戸１に居住する居住者のス
ケジュール情報を収集し、使用電力量と居住者のスケジュール情報とを対応付けて表示す
る機能も備えている。
【００２２】
　このサーバ装置２０は、受信手段２１と、電力量記憶手段２２（第２記憶手段）と、推
測手段２３と、スケジュール入力手段２４と、スケジュール記憶手段２５（第３記憶手段
）と、表示制御手段２６と、表示端末２７を主要な構成として備えている。
【００２３】
　受信手段２１は、管理装置１０から送信された使用電力量の計測結果を受信すると、受
信した使用電力量を住戸毎及び回路毎に電力量記憶手段２２に記憶させる。尚、サーバ装
置２０の管理対象である住戸には個別の識別番号（顧客番号）が割り当てられており、管
理装置１０は、各回路の使用電力量の測定結果を、自己の顧客番号と共に送信する。
【００２４】
　電力量記憶手段２２は、受信手段２１が各管理装置１０から受信した使用電力量の計測
結果を、管理装置１０毎及び回路毎に蓄積する。下記の表２は、電力量記憶手段２２に記
憶された計測結果の一例である。ある住戸１には「０１２３４」という顧客番号が割り当
てられており、電力量記憶手段２２では、この住戸１の管理装置１０から送信された使用
電力量の計測結果と顧客番号「０１２３４」とを対応付けて蓄積している。また電力量記
憶手段２２は、各管理装置１０から入力されたデータを蓄積する際、主幹回路Ｌ２及び各
分岐回路Ｌ３ａ～Ｌ３ｅでの使用電力量を、回路番号や計測時刻や回路種別と対応付けて
蓄積している。
【００２５】
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【表２】

【００２６】
　推測手段２３は、電力量記憶手段２２に記憶された回路毎の使用電力量をもとに、当該
住戸に居住する居住者の生活行動を推測し、推測結果を表示制御手段２６に出力する。例
えば分岐回路Ｌ３ｄは住戸１内の複数の照明器具４４に給電するための分岐回路であり、
推測手段２３では、分岐回路Ｌ３ｄの全使用電力量と所定のしきい値との高低を比較する
ことによって、居住者が在宅中（活動中）か外出中か就寝中かを推定する。
【００２７】
　ここで、推測手段２３が、照明器具４４の全使用電力量から、居住者が在宅（活動中）
しているか、外出しているか、就寝しているかの別を表す在不在モードを推測する処理に
ついて、図２のフローチャートを参照しながら説明する。
【００２８】
　推測手段２３は、任意のタイミング（例えばユーザが表示端末２７を用いて使用電力量
の表示操作を行うタイミング）で、電力量記憶手段２２に蓄積された使用電力量のデータ
を取り込み、このデータをもとに在不在モードを推測する。先ず、推測手段２３は、電力
量記憶手段２２から、照明器具４４が接続された分岐回路Ｌ３ｄについて１０分毎の使用
電力量の計測結果を取り込み（図２のＳ１）、直前の１０分間における使用電力量との差
分を計算する（Ｓ２）。推測手段２３は、Ｓ２で求めた差分としきい値Ａとの高低を比較
する（Ｓ３）。ここで、住戸１内で外出時にのみ使用される照明器具４４の合計使用電力
量が予め求められており、この合計使用電力量よりも若干大きい値にしきい値Ａは設定さ
れている。
【００２９】
　Ｓ２の判定の結果、差分がしきい値Ａ以下であれば（Ｓ２のＮｏ）、推測手段２３は、
直前の１０分間の在不在モードが「外出」であったか否かの判断を行う（Ｓ４）。直前の
１０分間の在不在モードも「外出」であれば（Ｓ４のＹｅｓ）、推測手段２３は今回の１
０分間も在不在モードを「外出」のまま継続した後（Ｓ５）、２４時間分の判定が終了し
たか否かを判断する（Ｓ７）。ここで、２４時間分の判定が終了していなければ（Ｓ７の
Ｎｏ）、推測手段２３は、Ｓ１に戻って次の１０分間の判断処理を開始し、２４時間分の
判定が終了していれば（Ｓ７のＹｅｓ）、推測手段２３は判定処理を終了する。またＳ４
の判定で、直前の１０分間の在不在モードが「外出」でなければ（Ｓ４のＮｏ）、推測手
段２３は、直前のモードを終了し、今回の１０分間から在不在モードを「外出」モードと
した後（Ｓ６）、Ｓ７の処理へ移行する。
【００３０】
　またＳ３の判定で上記の差分がしきい値Ａより大きいと判断された場合、推測手段２３
は、上記の差分としきい値Ｂとの高低を比較する（Ｓ８）。ここで、しきい値Ｂは、就寝
時にのみ使用される照明器具４４の合計使用電力量（この電力量は外出時にのみ使用され
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る照明器具４４の合計使用電力量よりも大きい値である。）よりも若干大きい値に設定さ
れている。
【００３１】
　Ｓ８の判定の結果、差分がしきい値Ｂよりも大きければ（Ｓ８のＹｅｓ）、推測手段２
３は、直前の１０分間の在不在モードが「在宅」であったか否かの判断を行う（Ｓ９）。
直前の１０分間の在不在モードが「在宅」であれば（Ｓ９のＹｅｓ）、推測手段２３は今
回の１０分間も在不在モードを「在宅」のまま継続した後（Ｓ１０）、Ｓ７の処理へ移行
する。また直前の１０分間の在不在モードが「在宅」でなければ（Ｓ９のＮｏ）、推測手
段２３は、直前のモードを終了し、今回の１０分間から在不在モードを「在宅」モードと
した後（Ｓ１１）、Ｓ７の処理へ移行する。
【００３２】
　また、Ｓ８の判定の結果、差分がしきい値Ｂ以下であれば（Ｓ８のＮｏ）、推測手段２
３は、直前の１０分間の在不在モードが「就寝」であったか否かの判断を行う（Ｓ１２）
。直前の１０分間の在不在モードが「就寝」であれば（Ｓ１２のＹｅｓ）、推測手段２３
は今回の１０分間も在不在モードを「就寝」のまま継続した後（Ｓ１３）、Ｓ７の処理へ
移行する。また直前の１０分間の在不在モードが「就寝」でなければ（Ｓ１２のＮｏ）、
推測手段２３は、直前のモードを終了し、今回の１０分間から在不在モードを「就寝」モ
ードとした後（Ｓ１４）、Ｓ７の処理へ移行する。
【００３３】
　このように、照明器具４４の使用電力量からは、在宅中（活動中）か外出中か就寝中と
いった大まかな生活行動しか推測できないが、特定の電気機器が単独で接続された分岐回
路Ｌ３ａ～Ｌ３ｃの使用電力量からは、より詳細な生活行動を推測できる。
【００３４】
　例えば分岐回路Ｌ３ａにはエアコン４１が単独で接続されているので、推測手段２３は
、分岐回路Ｌ３ａの使用電力量と所定の閾値（待機電力相当）との高低を比較し、分岐回
路Ｌ３ａの使用電力量が閾値以上になると、居住者が空調操作を行ったと推測できる。
【００３５】
　また分岐回路Ｌ３ｂにはＩＨ調理器４２が単独で接続されているので、推測手段２３は
、分岐回路Ｌ３ｂの使用電力量と所定の閾値（待機電力相当）との高低を比較し、分岐回
路Ｌ３ａの使用電力量が閾値以上になると、居住者が調理を行ったと推測できる。
【００３６】
　また分岐回路Ｌ３ｃにはヒートポンプ式の電気給湯器４３が単独で接続されているので
、推測手段２３は、分岐回路Ｌ３ｂの使用電力量に基づいて、入浴動作を推測することが
できる。ヒートポンプ式の電気給湯器４３は、電気料金の安い深夜に湯を沸かして貯湯タ
ンクに貯めておき、昼間の時間帯は貯湯タンクに貯めておいた湯を使用する。また入浴な
どで湯を多量に使用する場合は、貯湯タンクの湯が足りなくなるので、電気給湯器４３は
追い炊きを行っている。したがって、推測手段２３は、深夜時間帯以外で分岐回路Ｌ３ｂ
の使用電力量が所定のしきい値以上になると、居住者の入浴によって電力が使用されたと
判断する。また推測手段２３は、深夜時間帯で分岐回路Ｌ３ｂの使用電力量が所定のしき
い値以上になると、電気給湯器４３が自動的に湯沸かし動作を行っていると推定する。
【００３７】
　また、スケジュール入力手段２４は、例えばユーザが表示端末２７を用いて使用電力量
の表示操作を行うと、スケジュール管理システム５０に対して、住戸１に居住する居住者
のスケジュール情報を要求する。そして、スケジュール入力手段２４は、送信要求に対し
てスケジュール管理システム５０からスケジュール情報が返送されると、入力されたスケ
ジュール情報をスケジュール記憶手段２５に出力する。
【００３８】
　尚、スケジュール管理システム５０は入力用端末５１とスケジュール管理装置５２とで
構成される。入力用端末５１は、管理対象である複数ユーザのスケジュール情報を入力す
るために用いられる。ここで、スケジュール情報は、個々のユーザを識別するための顧客
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番号、個々のスケジュールを識別するためのスケジュールＩＤ、スケジュールの開始時刻
及び終了時刻、スケジュールの詳細な内容などからなる。スケジュール管理装置５２は、
入力用端末５１から入力された複数ユーザのスケジュール情報を、ユーザ毎に記憶してお
り、スケジュール入力手段２４からの送信要求に対して、要求されたユーザのスケジュー
ル情報を抽出し、スケジュール入力手段２４へ返送する。
【００３９】
　スケジュール記憶手段２５は、スケジュール入力手段２４からスケジュール情報が入力
されると、入力されたスケジュール情報を住戸毎に蓄積する。下記の表３はスケジュール
記憶手段２５に蓄積されているスケジュール情報を示し、住戸１に割り当てられた顧客番
号に対応付けて、スケジュール情報が記憶されている。ここで、スケジュール情報は、個
々のスケジュールを識別するためのスケジュールＩＤと、スケジュールの開始時刻および
終了時刻と、スケジュールの詳細を示す情報とで構成されている。
【００４０】
【表３】

【００４１】
　表示制御手段２６は、電力量記憶手段２２に蓄積された使用電力量の計測結果と、推測
手段２３によって推測された居住者の生活行動と、スケジュール記憶手段２５に蓄積され
たスケジュール情報をもとに表示画面データを作成し、表示端末２７に出力する。
【００４２】
　表示端末２７（表示手段）は、表示制御手段２６から表示画面データが入力されると、
表示制御手段２６で作成された画面を表示する。
【００４３】
　図３は表示端末２７に表示される画面の一例であり、１日分（図示例では例えば９月２
２日）の使用電力量、生活行動、スケジュールが表示されている。
【００４４】
　画面上側の表示欄Ｂ１には当日の日付とスケジュール情報が表示されている。尚、表示
欄Ｂ１にスケジュール情報を全て表示できない場合、表示端末２７に設けられたスクロー
ル釦を操作することで、表示欄Ｂ１の表示内容をスクロールさせればよい。
【００４５】
　表示欄Ｂ１の下側は左右方向において４つの表示欄Ｂ２～Ｂ５に分かれ、各表示欄Ｂ２
～Ｂ５の上端を０時、下端を２４時として、１時間毎のグリッド線が表示されている。右
端の表示欄Ｂ５には、１時間毎の使用電力量（積算消費電力）が、縦軸を時間軸、横軸を
使用電力量とした横棒グラフで表示されている。左端の表示欄Ｂ２には、スケジュール記
憶手段２５に蓄積されたスケジュール情報が、対応する時間帯（開始時刻から終了時刻ま
で）にバー表示されている。左から２番目の表示欄Ｂ３には、推測手段２３によって推測
された居住者の生活行動が、対応する時間帯にバー表示されている。また全使用電力量の
うち、待機電力や、宅内のエアコン４１による消費電力や、ヒートポンプ式の電気給湯器
４３による深夜の湯沸かし動作によって消費される電力は、宅内で消費される基礎的な電
力であり、このような電力を基礎エネルギーという。左から３番目の表示欄Ｂ４には、基
礎エネルギー分の電力消費が判るように、照明器具４４の使用電力量から推測された在不
在モードと、エアコン４１及びヒートポンプ式の電気給湯器４３の稼働時間とが対応する
時間帯にバー表示されている。このような表示欄Ｂ４の表示をもとに、外出時や就寝時に
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発生する使用電力量は基礎エネルギー分と判断され、在宅時にもエアコン４１の稼働時は
基礎エネルギー分が増加していると判断できる。
【００４６】
　以上説明したように、本実施形態のエネルギーマネジメントシステムは、住戸１でのエ
ネルギー消費量を取得する管理装置１０（エネルギー消費量取得装置）と、住戸１で消費
されたエネルギー消費量を表示するサーバ装置２０（表示装置）とで構成される。管理装
置１０は通信手段１２（送信手段）を備える。通信手段１２は、住戸１で使用される負荷
機器の使用電力量（エネルギー消費量）を回路毎に計測する計測手段（電力測定部３４，
３５ａ～３５ｅ）から、所定の時間間隔で取得した計測結果をサーバ装置２０に送信する
。サーバ装置２０は、受信手段２１と、推測手段２３と、表示制御手段２６と、表示端末
２７とを備えている。受信手段２１は、住戸１の管理装置１０から送信された各回路の使
用電力量を受信する。推測手段２３は、受信手段２１が受信した使用電力量（エネルギー
消費量）の計測結果に基づいて、電力消費期間（エネルギー消費期間）における居住者の
生活行動を推測する。表示端末２７は、使用電力量（エネルギー消費量）と、推測手段２
３で推測された居住者の生活行動とを対応付けて表示する。
【００４７】
　これにより、表示端末２７には、住戸１の使用電力量（エネルギー消費量）と推測手段
２３で推測された居住者の生活行動とが対応付けて表示されるので、居住者の生活行動が
使用電力量に与える影響を居住者が容易に理解することができる。その結果、住戸１の居
住者が、省エネルギーを実現するために、生活行動をどのように改善すればよいか、対応
策を立てやすく、一般の住戸など家庭部門での省エネルギーを実現することができる。
【００４８】
　また、エネルギー消費量取得装置は、電源に接続される主幹回路及び主幹回路から分岐
した分岐回路のそれぞれで消費される消費電力量を計測する計測手段（電力測定部３４，
３５ａ～３５ｅ）から各回路の消費電力量をエネルギー消費量として取得する。サーバ装
置２０の推測手段２３では、各回路に接続されている電気機器の種類に基づいて、居住者
の生活行動を推測している。
【００４９】
　ここで、分岐回路の中には、特定の種類の電気機器が単独で接続されている回路もあり
、このような分岐回路の消費電力量（使用電力量）を測定することで、居住者の生活行動
をより詳細に推測することができる。そして、特定種の電気機器の使用電力量から推測し
た居住者の生活行動を、使用電力量とともに表示することによって、居住者の生活行動が
使用電力量に与える影響をより詳細に評価することができる。
【００５０】
　また、サーバ装置２０は、住戸１の居住者によって入力されたスケジュール情報を取得
するスケジュール入力手段２４（スケジュール取得手段）を備えている。そして、サーバ
装置２０の表示端末２７に、エネルギー消費量及び推測手段２３で推測された居住者の生
活行動と、スケジュール入力手段２４が取得したスケジュール情報とを対応させて表示す
ることも好ましい。
【００５１】
　これにより、スケジュール情報から推定される居住者の生活行動が、使用電力量にどの
ような影響を与えているかを、居住者が容易に理解することができる。尚、本実施形態で
は居住者の生活行動とスケジュール情報とを左右に並べて表示させており、生活行動とス
ケジュール情報との対応が理解しやすくなっている。
【００５２】
　また本実施形態では、スケジュール取得手段が、住戸の居住者を含む複数のユーザが入
力したスケジュール情報をユーザ毎に管理するスケジュール管理装置５２から、住戸の居
住者が入力したスケジュール情報を取得するスケジュール入力手段２４で構成されている
。
【００５３】
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　これにより、住戸の居住者が普段利用しているスケジュール管理装置からスケジュール
情報が入力されるから、居住者が別途にスケジュール情報を入力する手間を省くことがで
き、居住者の負担を減らすことができる。
【００５４】
　尚、本実施形態では、管理装置１０に、エネルギー消費量の計測結果を記憶する記憶手
段１１を備えているが、管理装置１０は、エネルギー消費量の計測結果をサーバ装置２０
に逐次送信し、サーバ装置２０側で各住戸のエネルギー消費量を記憶してもよい。また本
実施形態では、サーバ装置２０が、各住戸の管理装置１０から送信されたエネルギー消費
量の計測結果を蓄積する電力量記憶手段２２を備えているが、必ずしも電力量記憶手段２
２を備える必要はなく、エネルギー消費量の計測結果が必要なときに、住戸側の管理装置
１０からエネルギー消費量の計測結果を受信すればよい。また本実施形態では、サーバ装
置２０が、スケジュール情報を記憶するスケジュール記憶手段２５を備えているが、必ず
しもスケジュール記憶手段２５を備える必要はなく、スケジュール情報が必要なときに、
スケジュール管理システム５０から取得すればよい。
【符号の説明】
【００５５】
　１　住戸
　１０　管理装置（エネルギー消費量取得装置）
　１１　記憶手段
　１２　通信手段（送信手段）
　２０　サーバ装置（表示装置）
　２１　受信手段
　２２　電力量記憶手段
　２３　推測手段
　２６　表示制御手段（表示手段）
　２７　表示端末（表示手段）
　３４，３５ａ～３５ｅ　電力測定部
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